
交付税及び譲与税配付金特別会計 

 

Ⅰ 特別会計の設置等に関する情報 

 

○交付税及び譲与税配付金特別会計の目的 

 交付税及び譲与税配付金特別会計は、昭和 29 年に国税の一定割合を一定の基準に

基づき地方公共団体に交付するため地方交付税及び地方譲与税制度が創設されたこ

とに伴い、設置された特別会計です。この会計は、特定の事業の収支を経理するいわ

ゆる事業特別会計とは異なり、地方交付税、地方特例交付金及び地方譲与税の配付に

関する経理を明確にするために設けられているいわゆる整理区分特別会計です。 

また、交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を明確にするため、当分の間、

この会計で経理することとし、「交付税及び譲与税配付金勘定」と「交通安全対策特

別交付金勘定」の２つの勘定を設けています。 

 

○交付税及び譲与税配付金特別会計が経理している内容 

（１）地方交付税 

 地方交付税法等に基づき、地方団体間の財源の均衡化を図り、地方行政の計画的

な運営を保障するため、国税５税の一定割合等を原資として、地方団体へ交付 

（２）地方特例交付金 

① 児童手当特例交付金 

児童手当の拡充に伴う費用について、地方団体の負担の増大に対処するため、

地方公共団体に交付 

② 減収補てん特例交付金 

   個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う減収額及び自動

車取得税の収入の減少に伴う市町村の自動車取得税交付金の減収額の一部を

補てんするため、地方公共団体に交付 

③ 特別交付金 

恒久的減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするための減税補てん特例交付

金に代わるものとして、地方公共団体に交付 

（３）地方譲与税譲与金 

 地方揮発油税、地方道路税、石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税、特別とん

税及び地方法人特別税の収入の全部又は一部を地方団体に譲与 

※（１）～（３）の交付税及び譲与税配付金勘定については、こちらを参照下さい。 

（４）交通安全対策特別交付金 

 交通反則金を原資として地方団体へ交付 

 

「交通安全対策特別交付金」についてのお問い合わせ先 

  警察庁交通局交通企画課企画調査係 TEL 03-3581-0141(内線)5063 

http://www.soumu.go.jp/menu_04/yosan/tokubetsu_h21.html


交通安全対策特別交付金勘定の資金フロー（平成21年度予算）
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交通反則者納金

776億円

前年度剰余金受入等

75億円

交通安全対策特別交付金

784億円

諸支出金等

7億円

歳入（851億円) 歳出（791億円）

（注） 歳入と歳出の差額 60億円→平成22年度の交通安全対策特別交付金の財源となる。

（特別会計に関する法律

附則第3条第1項第1号）

（特別会計に関する法律

附則第3条第1項第2号）

お問い合わせ先

警察庁長官官房会計課予算係

TEL 03-3581-0141（内線）2224

 


